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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年１月１２日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行           

 委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 定置網損傷 

発生日時 平成２２年５月３日 ０７時１５分ごろ 

発生場所 兵庫県南あわじ市湊港西方沖 

湊港西外防波堤灯台から真方位２６０°２,８００ｍ付近 

（概位 北緯３４°１９.２′ 東経１３４°４１.６′） 

事故調査の経過  平成２２年６月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

砂利採取運搬船 八幡
はちまん

丸、４８７トン  

１３２３１７、新井海運有限会社  

 ７０.９１ｍ×１３.２０ｍ×７.１５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成６年１月９日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和４４年１２月２６日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年９月７日 

  免状有効期間満了日 平成２７年３月２４日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 なし 

定置網 道網３反全損 

 事故の経過 

 

 本船は、船長ほか４人が乗り組み、湊港へ入港するために同港の北西方

沖を約５ノットの対地速力で南南東進した。 

船長は、‘湊港西方沖のわかめ養殖施設’（以下「西方養殖施設」とい

う。）西端にある浮標を視認し、入港目標としていた浮標と思い、同浮標の

みを頼りに航行中、本船は、平成２２年５月３日０７時１５分ごろ湊港西

外防波堤灯台から真方位２６０°２,８００ｍ付近の定置網（以下「本件定

置網」という。）に進入した。 

本船は、本件定置網を乗り切ったのち、０７時４０分ごろ湊港に入港し

た。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風 ほとんどなし、視程 約１,０００ｍ 

海象：波 ほとんどなし、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項  船長は、ふだんから‘湊港北方沖のわかめ養殖施設’（以下「北方養殖施

設」という。）西端の浮標を入港目標とし、北方養殖施設と西方養殖施設の

間を航行していた。 

北方養殖施設及び西方養殖施設は、本事故当時、わかめ網が撤去され、
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 その範囲を示す黄色の浮標だけが設置されていた。 

 本件定置網は、袋網が東西方向に長さ約２００ｍ、道網が陸岸から北方

に長さ約２００ｍのＴ字形であり、その位置を示す黄色の浮標が設置され

ていた。 

 本件定置網は、西方養殖施設の西方に位置していた。 

船長は、湊港に約１０回入港した経験があった。 

船長は、本事故当時、レーダーを３海里レンジのオフセンターとし、Ｇ

ＰＳプロッター及び音響測深機を使用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、湊港の北西方沖を南南東進中、船長

が、船位の確認を行っていなかったことから、視

認した浮標を入港目標の浮標と思い込んで本件定

置網に気付かずに航行し、同定置網に進入したも

のと考えられる。   

原因  本事故は、本船が、湊港の北西方沖を南南東進中、船長が、船位の確認

を行っていなかったため、視認した浮標を入港目標の浮標と思い込んで本

件定置網に気付かずに航行し、同定置網に進入したことにより発生したも

のと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・養殖施設が設置されている海域を航行して入港する際は、入港経験の

ある場合であっても適切な見張りを行い、入港目標の確認を確実に行

うこと。 

 




